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年
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指
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指
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一
〇

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
七
百
六
十
四
号

　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

診
　
療
　
科
　
目

医 

師 

氏 

名

勤
　
　
務
　
　
場
　
　
所

指 

定 

年 

月 

日

呼
　
吸
　
器
　
科

大
　
濵
　
　
　
稔

大
分
県
厚
生
連
鶴
見
病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
四
三
三
三
番
地

平
二
二
・
　
九
・
　
九

耳

鼻

咽

喉

科

川
　
本
　
　
　
洋

医
療
法
人
聡
明
会
か
め
が
わ
耳
鼻
咽

喉
科

別
府
市
亀
川
四
ノ
湯
九
番
一
号

〃

眼
　
　
　
　
　
科

谷
　
脇
　
祥
　
徳

医
療
法
人
祥
成
会
み
な
と
眼
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

別
府
市
船
小
路
町
一
〇
二

−

一

〃

外
　
　
　
　
　
科

池
　
田
　
正
　
仁

中
津
市
立
中
津
市
民
病
院

中
津
市
大
字
下
池
永
一
七
三
番
地

〃

呼

吸

器

内

科

三
重
野
　
　
　
斉

宇
佐
高
田
医
師
会
病
院

宇
佐
市
大
字
南
宇
佐
六
三
五
番
地

〃

外
　
　
　
　
　
科

胃
　
　
腸
　
　
科

肛
　
　
門
　
　
科

和
　
田
　
純
　
治

医
療
法
人
信
和
会
和
田
病
院

宇
佐
市
大
字
出
光
一
六
五
番
地
の
一

〃

内
　
　
　
　
　
科

消

化

器

内

科

児
　
玉
　
礼
　
二

い
ぬ
か
い
児
玉
医
院

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
田
原
字
津
留
一

一
〇
五

−

一

−

一

〃

歯

科

口

腔

外

科

山
　
形
　
純
　
平

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

歯

科

口

腔

外

科

江
　
口
　
美
　
香

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

歯

科

口

腔

外

科

田
　
代
　
　
　
舞

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

歯

科

口

腔

外

科

神
　
崎
　
夕
　
貴

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

外
　
　
　
　
　
科

白
　
下
　
英
　
史

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
㈱
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
七
千
八
百
円
）



平
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二
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九
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二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二

神
　
経
　
内
　
科

岡
　
崎
　
敏
　
郎

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

腎
　
臓
　
外
　
科

泌
　
尿
　
器
　
科

秋
　
田
　
泰
　
之

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

呼
　
吸
　
器
　
科

大
　
谷
　
哲
　
史

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

呼
　
吸
　
器
　
科

白
　
井
　
　
　
亮

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

循
　
環
　
器
　
科

河
　
野
　
嘉
　
之

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

循
　
環
　
器
　
科

神
　
徳
　
宗
　
紀

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

循
　
環
　
器
　
科

篠
　
崎
　
和
　
宏

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

泌
　
尿
　
器
　
科

澁
　
谷
　
忠
　
正

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

耳

鼻

咽

喉

科

前
　
田
　
恵
　
子

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

耳

鼻

咽

喉

科

能
　
美
　
　
　
希

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

耳

鼻

咽

喉

科

野
　
田
　
謙
　
二

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

耳

鼻

咽

喉

科

立
　
山
　
香
　
織

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
六
十
五
号

　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

一
　
変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
九
日

二
　
変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
グ
ル
ー
プ

三
　
代
表
者
の
氏
名

　
　
飯
　
田
　
陽
　
一

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
豊
後
高
田
市
新
地
千
百
六
十
八
番
地
三

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　
こ
の
法
人
は
や
る
気
と
行
動
力
の
あ
る
会
員
が
得
意
な
分
野
に
お
い
て
活
躍
す
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
集

　
団
を
目
指
し
、
地
域
経
済
の
推
進
及
び
地
域
社
会
へ
の
貢
献
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六
　
定
款
変
更
の
内
容

　
　
会
員
事
項
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
六
十
六
号

　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

一
　
変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
十
四
日

二
　
変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
日
田
フ
レ
ン
ド
ワ
ー
ク

三
　
代
表
者
の
氏
名

　
　
桑
　
野
　
勝
　
義

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
日
田
市
南
友
田
町
五
百
十
六
番
地
の
一



平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　
こ
の
法
人
は
、
障
が
い
を
持
つ
人
を
は
じ
め
と
す
る
、
地
域
の
人
々
に
対
し
て
、
ま
ご
こ
ろ
の
こ
も
っ

　
た
、
就
労
活
動
・
相
談
・
サ
ー
ビ
ス
支
援
事
業
・
地
域
社
会
と
の
交
流
事
業
、
福
祉
人
材
育
成
事
業
を
行

　
い
、
障
が
い
を
持
つ
人
の
社
会
復
帰
、
地
域
社
会
づ
く
り
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

　
と
す
る
。

六
　
定
款
変
更
の
内
容

　
　
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号

　
次
の
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

一
１
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
玖
珠
郡
玖
珠
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　
干
害
の
防
備

　
３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
（一）
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
⑴
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
⑵
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　
　
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
⑶
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
（二）
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
玖
珠
郡
玖
珠
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　
公
衆
の
保
健

　
３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
（一）
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
⑴
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
玖
珠
郡
玖
珠
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　
　
⑵
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。
　

　
　
　
⑶
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　
　
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
⑷
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
（二）
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
玖
珠
郡
九
重
町
・
玖
珠
郡
玖
珠
町
（
以
上
二
町
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　

　
　
　
名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　
３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
（一）
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
⑴
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

　
　
　
　
　
玖
珠
郡
九
重
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　
　
⑵
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
　

　
　
　
⑶
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　
　
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
⑷
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
（二）
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部

森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局
並
び
に
九
重
町
役
場
及
び
玖
珠
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
六
十
八
号

　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

一
１
　
指
定
施
業
要
件
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
杵
築
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
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四

　
　
　
水
源
の
か
ん
養

　
３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
（一）
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
⑴
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　
⑵
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　
　
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
⑶
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
（二）
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１
　
指
定
施
業
要
件
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
杵
築
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　

　
　
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

　
３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
（一）
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
⑴
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
⑵
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　
　
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
⑶
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
（二）
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１
　
指
定
施
業
要
件
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
杵
築
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　
土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　
３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
（一）
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
⑴
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
⑵
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　
　
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
⑶
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
（二）
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

四
１
　
指
定
施
業
要
件
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
杵
築
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　

　
　
　
風
害
の
防
備

　
３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
（一）
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
⑴
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

　
　
　
　
　
杵
築
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　
　
⑵
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
⑶
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　
　
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
⑷
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
（二）
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

五
１
　
指
定
施
業
要
件
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
杵
築
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　

　
　
　
魚
つ
き

　
３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
（一）
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
⑴
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
⑵
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　
　
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
⑶
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
（二）
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

六
１
　
指
定
施
業
要
件
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
杵
築
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　

　
　
　
公
衆
の
保
健

　
３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
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五

　
　
（一）
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
⑴
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

　
　
　
　
　
杵
築
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　
　
⑵
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
⑶
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　
　
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
⑷
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
（二）
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

七
１
　
指
定
施
業
要
件
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　
杵
築
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　
名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　
３
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
（一）
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
⑴
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
⑵
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　
　
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
⑶
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
（二）
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部

森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局
並
び
に
杵
築
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号

　
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

一
　
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　
山
国
川
漁
業
協
同
組
合

　
　
中
津
市
本
耶
馬
渓
町
樋
田
九
一
の
五

二
　
漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　
内
共
第
一
号

三
　
遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

変
更
箇
所

変
　
　
更
　
　
後

変
　
　
更
　
　
前

第

六

条

（
遊
漁
料

の

額

及

び
納
付
方

法
）

　
遊
漁
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
肢
体
不
自
由
者
は
次
に
掲
げ
る
額

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
し
、
第
三
項

た
だ
し
書
き
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付

す
る
と
き
は
五
〇
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。

　
遊
漁
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
肢
体

不
自
由
者
は
同
号
に
掲
げ
る
額
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
と
し
、
第
三
号
た
だ
し
書
き

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
と
き
は

五
〇
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
手
釣
、
竿
釣
ま
た
は
友
掛
に
よ
る
遊
漁

　
の
場
合

魚
種

漁
具
漁
法

遊
漁
料

魚
種

漁
具
漁
法

遊
漁
料

全
漁
業
権

対
象
魚
種

（
あ
ゆ
、

は
え
、
こ

い

、

ふ

な
、
う
な

ぎ
、
も
く

ず
が
に
、

す

っ

ぽ

ん
、
え
の

は
）

手
釣
、
竿

釣

、

投

釣
、
友
掛

一
日
一
、
五
〇
〇
円

一
年
五
、
〇
〇
〇
円

あ
ゆ

手
釣
、
竿

釣
、
友
掛

一
日
一
、
五
〇
〇
円

一
年
五
、
〇
〇
〇
円

は
え
、
こ

い

、

ふ

な
、
う
な

ぎ
、
も
く

ず
が
に
、

す

っ

ぽ

ん
、
え
の

は

手
釣
、
竿

釣
、
投
釣

一
日
　
　
五
〇
〇
円

一
年
二
、
五
〇
〇
円

※
　
「
あ
ゆ
」
の
年
券
（
五
、
〇
〇
〇
円
）

　
購
入
者
は
、
「
は
え
、
え
の
は
、
す
っ
ぽ

　
ん
」
も
可

二
　
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
遊
漁
者

　
が
未
就
学
の
幼
児
、
小
中
学
校
生
徒
の
場

　
合
の
遊
漁
料
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

あ
ゆ
を
除

く
漁
業
権

対
象
魚
種

手
釣
、
竿

釣
、
投
釣

一
日
　
　
五
〇
〇
円

一
年
二
、
五
〇
〇
円

※
　
舟
を
使
用
す
る
場
合
は
、
一
隻
に
つ
き

　
一
年
五
、
〇
〇
〇
円
を
別
途
納
付
す
る
こ

　
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
遊
漁
者

　
が
未
就
学
の
幼
児
、
小
中
学
校
生
徒
の
場

　
合
の
遊
漁
料
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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六

魚
種

漁
具
漁
法

遊
漁
料

魚
種

漁
具
漁
法

遊
漁
料

全
漁
業
権

対
象
魚
種

（
あ
ゆ
、

は
え
、
こ

い

、

ふ

な
、
う
な

ぎ
、
も
く

ず
が
に
、

す

っ

ぽ

ん
、
え
の

は
）

手

釣

、

竿

釣

、

投
釣
、
友

掛
、
素
掛

け
（
ち
ょ

ん
か
け
）

無
料

あ
ゆ

手
釣
、
竿

釣

、

友

掛
、
素
掛

け
（
ち
ょ

ん
か
け
）

無
料

は
え
、
こ

い

、

ふ

な
、
う
な

ぎ
、
も
く

ず
が
に
、

す

っ

ぽ

ん
、
え
の

は

手
釣
、
竿

釣
、
投
釣

無
料

あ
ゆ
を
除

く
漁
業
権

対
象
魚
種

手
釣
、
竿

釣
、
投
釣

無
料

三
　
遊
漁
料
の
納
付
は
理
事
会
に
お
い
て
定

　
め
た
場
所
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
た
だ
し
、
手
釣
、
竿
釣
及
び
投
釣
に

　
よ
る
遊
漁
の
場
合
に
は
、
当
該
遊
漁
を
す

　
る
場
所
に
お
い
て
漁
場
監
視
員
に
納
付
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
遊
漁
料
は
、
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た

　
場
所
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

　
だ
し
、
当
該
遊
漁
を
す
る
場
所
に
お
い
て

　
漁
場
監
視
員
に
納
付
す
る
こ
と
も
で
き

　
る
。

別
記
様
式

第

一

号

（
遊
漁
承

認
証
）

（
表
面
）

変　
　

更　
　

後

変　
　

更　
　

前

平
成

　
　

　
　

年
度

遊
　

漁
　

承
　

認
　

証

　
遊

漁
区

域
：

山
国

川
本

支
流

全
域

　
下

記
の

者
に

遊
漁

を
承

認
し

ま
す

。
　

（
本

券
は

釣
り

の
み

に
限

り
ま

す
）

遊
 

漁
 

者

　
住

所

　
氏

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

様
　

年
齢

　
　

　
才

　
下

記
の

金
額

を
領

収
い

た
し

ま
し

た
。

平
成

　
　

　
　

年
度

遊
　

漁
　

承
　

認
　

証
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
券

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

日
券

　
下

記
の

者
に

遊
漁

を
承

認
し

ま
す

。

遊
 

漁
 

者

　
住

所

　
氏

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
当

　
　

　
　

才

　
承

認
期

間
　

１
日

釣
　

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
限

　
　

　
　

　
　

１
年

釣
　

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
か

ら
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
平

成
　

　
年

　
３

月
３

１
日

ま
で

 　　
禁

漁
区

域
　

山
国

川
本

支
流

一
円

　
遊

漁
料

　
　

あ
ゆ

　
　

　
　

　
１

日
１

，
５

０
０

円
　

１
年

５
，

０
０

０
円

種
別

遊
漁

料
（

領
収

金
額

に
○

）
承

 認
 期

 間

鮎
を

含
む

全
魚

種

年
券

　
５

，
０

０
０

円
平

成
　

年
　

月
　

　
日

よ
り

平
成

　
年

３
月

３
１

日
ま

で

日
券

　
１

，
５

０
０

円
平

成
　

年
　

月
　

　
日

限

鮎
以

外
の

魚
種

年
券

　
２

，
５

０
０

円
平

成
　

年
　

月
　

　
日

よ
り

平
成

　
年

３
月

３
１

日
ま

で

日
券

　
　

　
５

０
０

円
平

成
　

年
　

月
　

　
日

限

舟
使

用
      年

券
　

５
，

０
０

０
円

 （
全

魚
種

）
平

成
　

年
　

月
　

　
日

よ
り

平
成

　
年

３
月

３
１

日
ま

で

身
障

者
割

引
額

（
半

額
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

現
場

徴
収

手
数

料
（

５
０

０
円

）
有

　
・

　
無

　
　

※
身

障
者

割
引

を
利

用
さ

れ
る

方
は

、
証

明
証

を
ご

提
示

く
だ

さ
い

。
　

　
※

裏
面

の
注

意
事

項
を

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

　
　

発
行

者
：

山
国

川
漁

業
協

同
組

合
　

　
大

分
県

中
津

市
本

耶
馬

渓
町

樋
田

９
１

の
５

　
T
E
L
（

0
9
7
9
）

5
2
-2

7
5
6

　
　

（
販

売
者

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

印
）



平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

七

（
裏
面
）

変　
　

更　
　

後

変　
　

更　
　

前

四
　
変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　
　
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
七
十
号

　
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
有

水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
。

　
な
お
、
そ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

一
　
出
願
の
年
月
日

　
　
平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日

二
　
出
願
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
十
一
号

　
　
　
大
分
市

　
　
　
　
代
表
者
　
大
分
市
長
　
釘
　
宮
　
　
　
磐

三
　
埋
立
て
の
区
域

　
１
　
位
置

　
　
　
大
分
市
大
字
白
木
字
本
谷
二
五
四
五
番
二
の
地
先
の
公
有
水
面

　
２
　
区
域
　

　
　
　
次
の
１
の
地
点
か
ら
６
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
６
の
地
点
と
７
の
地
点
を
結
ぶ
春
分
秋

　
　
分
の
満
潮
位
（
プ
ラ
ス
二
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
及
び
１
の
地

　
　
点
と
７
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
１
の
地
点
　
大
分
市
大
字
志
生
木
字
南
山
口
二
六
五
〇
番
地
の
国
土
地
理
院
四
等
三
角
点
「
志
生
木
」

　
　
　
　
　
　
（
北
緯
三
三
度
一
四
分
〇
二
秒
一
一
八
四
東
経
一
三
一
度
五
一
分
四
一
秒
八
九
九
五
（
以
下

　
　
　
　
　
　
「
基
点
」
と
い
う
。
）
）
か
ら
一
〇
五
度
五
七
分
二
〇
秒
九
八
五
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
２
の
地
点
　
１
の
地
点
か
ら
一
三
五
度
〇
七
分
五
二
秒
一
〇
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
３
の
地
点
　
２
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
〇
七
分
五
二
秒
五
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
４
の
地
点
　
３
の
地
点
か
ら
一
三
五
度
〇
七
分
五
二
秒
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
５
の
地
点
　
４
の
地
点
か
ら
四
五
度
〇
七
分
五
二
秒
五
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
６
の
地
点
　
５
の
地
点
か
ら
一
三
五
度
〇
七
分
五
二
秒
一
〇
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
７
の
地
点
　
６
の
地
点
か
ら
二
八
六
度
〇
九
分
二
七
秒
二
五
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
３
　
面
積

　
　
　
二
六
四
・
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
１
　
位
置

　
　
　
大
分
市
大
字
白
木
字
本
谷
二
五
四
五
番
二
の
地
内
並
び
に
地
先
の
公
有
水
面

　
２
　
区
域

　
　
　
次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
Ｇ
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

　
　
域

　
　
Ａ
の
地
点
　
基
点
か
ら
一
〇
四
度
一
〇
分
五
五
秒
一
、
〇
〇
一
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
Ｂ
の
地
点
　
Ａ
の
地
点
か
ら
一
三
五
度
〇
七
分
五
二
秒
三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
Ｃ
の
地
点
　
Ｂ
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
〇
七
分
五
二
秒
三
三
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
Ｄ
の
地
点
　
Ｃ
の
地
点
か
ら
二
六
〇
度
〇
二
分
五
〇
秒
八
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
Ｅ
の
地
点
　
Ｄ
の
地
点
か
ら
二
四
三
度
四
九
分
一
五
秒
一
一
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
Ｆ
の
地
点
　
Ｅ
の
地
点
か
ら
二
七
一
度
五
二
分
三
九
秒
四
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
Ｇ
の
地
点
　
Ｆ
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
〇
七
分
五
二
秒
二
二
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
３
　
面
積

　
　
　
一
、
七
一
三
・
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

五
　
埋
立
地
の
用
途

　
　
漁
港
施
設
用
地

注
　

意
　

事
　

項
 １

～
８

（
略

）
 ９

．
こ

の
券

で
は

、
う

け
、

か
し

ば
り

、
網

漁
は

で
き

ま
せ

ん
。

（
略

）

　
　

　
　

　
　

ハ
エ

、
エ

ノ
ハ

　
１

日
　

　
５

０
０

円
　

１
年

２
，

５
０

０
円

　
　

　
　

　
　

ス
ッ

ポ
ン

（
釣

）
　

（
現

場
徴

収
手

数
料

　
５

０
０

円
）

　
　

　
　

　
　

※
鮎

年
券

購
入

者
は

ハ
エ

、
エ

ノ
ハ

、
ス

ッ
ポ

ン
も

可
。

　
発

行
者

　
山

国
川

漁
業

協
同

組
合

　
　

印



平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

八

六
　
縦
覧
の
場
所

　
　
大
分
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
村
整
備
課
及
び
大
分
市
役
所

七
　
縦
覧
の
期
間

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日
か
ら

　
　
平
成
二
十
二
年
十
月
十
八
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号

　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区
　
　
　
　
　
間

区
域
変
更

前 

後 

別

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

備
考

一
般
国
道
三

八
八
号

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
字
鷲

谷
四
五
〇
〇
番
一
九
か
ら

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
字
田

ノ
浦
四
七
九
四
番
二
四
地
先
ま

で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
五
・
〇
　
　

　
～
　
六
・
〇

　  

メ
ー
ト
ル

一
、
四
一
二
・
四

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
字
鷲

谷
四
五
〇
〇
番
一
九
か
ら

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
字
田

ノ
浦
四
七
九
四
番
二
四
地
先
ま

で

後

Ａ

一
五
・
〇
　
　

　
～
　
六
・
〇

一
、
四
一
二
・
四

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
字
鷲

谷
四
五
〇
〇
番
一
九
か
ら

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
字
田

ノ
浦
四
七
九
四
番
二
四
ま
で

Ｂ

六
八
・
〇
　
　

　
～
一
一
・
〇

九
七
〇
・
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号

　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
　
用
　
開
　
始
　
区
　
間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
三
八
八
号

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
字
鷲
谷
四
五
〇
〇
番
一
九

か
ら

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
字
田
ノ
浦
四
七
九
四
番
二

四
ま
で

平
二
二
・
　
九
・
二
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
七
百
七
十
三
号

  

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

指
定
番
号

指
　
定
　
位
　
置

指 

定 

年 

月 

日

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

別
第
二
二

−

一
号

杵
築
市
大
字
南
杵
築
字
近
松
寺

四
六
三
番
一
及
び
四
六
三
番
九

平
二
二
・
　
九
・
一
四

メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

四
二
・
一
〇

○
公
　
　
　
　
　
告

　
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞                                               

１
　
大
分
市
中
央
町
二
丁
目
六
十
一
番
及
び
七
十
五
番

２
　
大
分
市
府
内
町
一
丁
目
一
番
、
六
番
三
、
七
番
四
、
七
番
五
、
八
番
四
、
八
番
五
、
八
番
六
、
十
一
番

　
二
、
十
二
番
一
及
び
十
二
番
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八



平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）

九

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林
の
属
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

一
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
掲
示
場
所

所
　
在
　
の
　
不
　
分
　
明
　
な
　
者
　
の
　
氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

掲
　
示
　
場
　
所

椏
井
田
信
、
麻
生
弘
美
、
安
部
テ
ツ
、
飯
田
茂
、
岩
男
角
市
、
筌
口
豊
、
衛
藤
五
十

子
、
恵
藤
金
八
、
衛
藤
等
、
江
藤
万
次
、
江
藤
洋
子
、
衛
藤
嘉
之
、
大
隈
佐
知
子
、

小
縣
カ
オ
リ
、
小
縣
賢
市
、
小
縣
則
行
、
小
野
芳
郎
、
小
野
蘭
一
、
加
来
ヤ
ス
子
、

河
野
明
、
国
都
社
、
小
矢
野
コ
ウ
、
小
矢
野
穀
右
エ
門
、
小
矢
野
溜
、
小
矢
野
次

男
、
小
矢
野
紘
美
、
佐
藤
長
平
、
椎
野
逸
作
、
瀬
戸
年
雄
、
瀬
戸
久
夫
、
高
窪
貞

利
、
田
口
公
太
、
武
石
英
雄
、
田
邉
幸
義
、
田
向
弘
規
、
蔦
井
健
二
、
床
並
大
吾
、

永
田
善
治
、
長
野
淸
臣
、
鳴
川
紘
一
、
鳴
川
元
治
、
野
村
亀
市
、
野
村
吉
次
郎
、
林

一
、
林
雄
治
、
平
置
琢
磨
、
亡
床
並
大
吾
相
続
財
産
、
松
本
揚
一
、
矢
野
静
馬
、
矢

野
辰
藏
、
矢
野
尚
文
、
山
村
寛
次
、
山
村
セ
ン
、
吉
武
忠
基
、
脇
屋
マ
サ
ヱ
、
脇
屋

美
彦

宇
佐
市
役
所

二
　
通
知
の
要
旨

　
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
付
け
大
分
県
告
示
第
七

　
百
十
九
号
に
よ
り
行
っ
た
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
の
規
定
に

　
よ
る
通
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林
の
属
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

一
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

所
　
在
　
の
　
不
　
分
　
明
　
な
　
者
　
の
　
氏
　
名

掲
　
示
　
場
　
所

ス
エ
、
松
井
兼
五
郎
、
桜
井
洋
紀
、
宮
脇
護
、
江
藤
昇
、
長
谷
吉
子
、
吉
田
慶
治

郎
、
徳
丸
恵
子
、
河
内
秀
之
、
甲
斐
キ
ク
エ
、
高
野
新
太
郎
、
志
賀
満
、
菅
雅
幸
、

山
下
京
一
、
簀
戸
義
則
、
武
田
逸
雄
、
御
手
洗
環
、
加
藤
キ
ヨ
子
、
久
保
田
新
、
安

藤
喜
夫
、
栁
井
兼
五
郎
、
柳
井
要
、
川
野
清
摩
、
五
十
川
邦
廣
、
林
亀
、
矢
野
喜

一
、
稲
葉
哲
一
、
河
野
正
治
、
三
浦
清
美
、
石
川
時
彦
、
桺
井
藤
治
、
平
山
三
英
、

工
藤
哲
生
、
藤
田
政
信
、
桜
井
正
義
、
谷
崎
博
文
、
渡
邊
剛
、
小
野
成
之
丞
、
小
野

工
藤
義
弘
、
河
村
秀
俊
、
櫻
井
喜
三
郎
、
山
部
共
有
代
表

刈
勉

佐
伯
市
役
所

二
　
通
知
の
要
旨

　
　
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日
付
け
森
保
第
五
百
八
号
で
通
知
し
た
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更

　
予
定
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日
付
け
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三

　
百
七
十
一
号
で
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の

　
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
通
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十

三
条
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林
の
属
す
る

市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

一
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
掲
示
場
所

所
　
在
　
の
　
不
　
分
　
明
　
な
　
者
　
の
　
氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

掲
　
示
　
場
　
所

麻
川
國
夫
、
麻
川
直
、
麻
生
喜
一
、
麻
生
島
喜
六
、
麻
生
島
澤
市
、
麻
生
島
信
次
、

麻
生
嶋
善
左
衛
門
、
麻
生
島
次
男
、
麻
生
島
藤
市
、
麻
生
島
豊
造
、
麻
生
島
伴
治
、

麻
生
島
彦
三
郎
、
安
部
杏
市
、
安
部
重
雄
、
安
部
繁
夫
、
安
部
髙
吉
、
安
部
初
五

郎
、
安
部
久
男
、
安
部
昌
信
、
安
部
義
明
、
諫
山
新
二
郎
、
諫
山
美
義
、
一
里
塚
甚

作
、
一
里
塚
直
吉
、
井
上
喜
四
郎
、
井
上
源
三
、
井
上
権
平
、
井
上
七
郎
、
井
上
祥

太
郎
、
井
上
末
治
、
井
上
末
美
、
井
上
泰
蔵
、
井
上
保
、
井
上
徳
明
、
井
上
ト
シ

子
、
井
上
林
、
井
上
正
信
、
井
上
喜
勝
、
井
上
吉
蔵
、
岩
谷
十
郎
、
浮
城
栄
次
郎
、

浮
城
洋
一
、
宇
土
サ
ツ
キ
、
江
口
栄
治
郎
、
江
口
ス
ミ
、
江
口
毅
、
江
口
文
雄
、

江
口
幸
男
、
衛
藤
亀
太
郎
、
衛
藤
幸
次
郎
、
衛
藤
新
造
、
衛
藤
専
次
郎
、
惠
藤
代

作
、
衛
藤
傳
治
郎
、
惠
良
揖
夫
、
惠
良
キ
ヌ
エ
、
恵
良
佐
十
、
恵
良
代
作
、
恵
良
大

蔵
、
惠
良
三
八
、
惠
良
雄
吉
、
大
隈
一
郎
、
大
隈
勝
三
郎
、
大
隈
亀
太
郎
、
大
隈
来

由
、
大
隈
幸
司
、
大
隈
佐
知
子
、
大
隈
ス
ヘ
、
大
隈
竹
治
郎
、
大
隈
ト
キ
エ
、
大
隈

敏
男
、
大
隈
フ
サ
エ
、
大
隈
マ
ツ
子
、
大
隈
三
二
、
大
隈
光
典
、
大
慈
彌
雄
三
、

岡
方
留
一
、
岡
本
規
矩
雄
、
小
野
勇
、
小
野
喜
六
、
小
野
末
雄
、
小
野
本
太
郎
、

小
野
芳
郎
、
加
来
朝
太
郎
、
加
来
荒
太
郎
、
角
偉
和
男
、
加
来
佐
太
郎
、
加
来
終

止
、
加
来
ト
チ
、
加
来
ハ
ツ
コ
、
賀
来
三
好
、
賀
來
行
男
、
梶
原
知
利
、
門
柳
茂
、

門
柳
多
明
、
門
脇
朝
市
、
門
脇
一
男
、
門
脇
勘
文
、
門
脇
茂
十
郎
、
門
脇
重
松
、
門

脇
善
蔵
、
門
脇
武
雄
、
門
脇
勝
、
門
脇
三
好
、
河
野
休
二
郎
、
川
野
サ
ク
、
河
野

三
十
郎
、
川
野
新
蔵
、
河
野
武
雄
、
河
野
太
、
河
野
平
九
郎
、
河
野
政
雄
、
河
野
三

知
男
、
川
野
良
蔵
、
河
野
吉
之
、
河
野
吉
郎
、
久
保
田
重
則
、
熊
野
覚
市
、
隈
本
敬

子
、
隈
本
哲
子
、
隈
本
ハ
ツ
子
、
隈
本
英
朗
、
隈
本
光
武
、
隈
本
容
子
、
栗
林
伊

宇
佐
市
役
所



平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
〇

六
、
栗
林
薫
、
栗
林
賛
治
、
栗
林
済
、
栗
林
ト
セ
、
栗
林
虎
松
、
栗
林
正
晴
、
栗
林

義
男
、
香
下
孟
、
小
仲
梅
太
郎
、
小
仲
君
夫
、
小
仲
公
弘
、
小
仲
郡
三
郎
、
小
仲
貞

次
郎
、
小
仲
末
太
郎
、
小
仲
清
三
郎
、
小
仲
秀
雄
、
小
仲
皆
太
郎
、
近
藤
竹
治
郎
、

近
藤
政
太
郎
、
後
藤
亀
市
、
後
藤
環
、
後
藤
佐
土
市
、
後
藤
庄
太
、
後
藤
継
雄
、
後

藤
敏
男
、
後
藤
正
則
、
後
藤
通
美
、
斉
藤
市
十
郎
、
斉
藤
喜
多
留
、
斉
藤
司
、
齋
藤

道
雄
、
迫
野
勘
吾
、
迫
野
義
雄
、
佐
々
木
リ
イ
コ
、
佐
藤
数
市
、
佐
藤
三
郎
、
佐
藤

勇
三
郎
、
佐
藤
力
造
、
新
洞
立
身
、
田
中
吟
次
郎
、
垂
栄
一
郎
、
垂
秀
夫
、
月
熊

由
郎
、
月
俣
神
社
、
都
留
清
生
、
出
口
松
太
郎
、
中
村
喜
作
、
長
田
秋
吉
、
永
田
和

明
、
永
田
一
善
、
長
田
清
人
、
永
田
剛
哉
、
長
田
信
也
、
永
田
則
明
、
永
田
宝
作
、

長
田
洋
治
、
灘
孝
一
、
羽
熊
金
五
、
羽
熊
節
吉
、
林
田
イ
ツ
子
、
林
野
國
夫
、
林
野

多
市
、
林
伸
子
、
羽
良
愼
司
、
羽
良
孝
士
、
羽
良
時
平
、
羽
良
勇
平
、
日
浦
則
人
、

引
地
武
蔵
、
引
地
利
房
、
引
地
一
二
三
、
久
野
大
作
、
日
野
辰
平
、
藤
野
貞
義
、
亡

日
野
仁
介
相
続
財
産
、
松
原
カ
ズ
エ
、
宮
川
登
市
、
宮
丸
四
郎
、
宮
丸
博
、
宮
本
明

敏
、
宮
本
源
一
郎
、
宮
本
春
夫
、
柳
順
子
、
山
末
武
、
幸
野
照
夫
、
幸
野
利
夫
、
李

鳳
順
、
了
戒
一
郎
、
了
戒
乙
治
郎
、
了
戒
源
吾
、
了
戒
友
吉
、
了
戒
雄
蔵
、
了
戒
吉

藏
、
渡
辺
武
重
、
渡
辺
綱
男
、
渡
辺
冨
士
男
、
渡
辺
藤
太
郎
、
井
原
謹
一
郎
、
浮
城

法
太
郎
、
吉
野
完

二
　
通
知
の
要
旨

　
　
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
付
け
森
保
第
七
百
二
十
六
号
で
通
知
し
た
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更

　
予
定
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
七
日
付
け
大
分
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号
で
保
安
林
の
指
定

　
施
業
要
件
を
変
更
し
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
、
同
条

　
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
通
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十

三
条
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林
の
属
す
る

市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

一
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
掲
示
場
所

所
　
在
　
の
　
不
　
分
　
明
　
な
　
者
　
の
　
氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

掲
　
示
　
場
　
所

明
石
安
太
郎
、
朝
位
元
文
、
尼
子
松
太
郎
、
尼
子
保
三
、
在
原
金
吾
、
在
原
儀
蔵
、

在
原
武
吉
、
在
原
安
清
、
泉
末
造
、
伊
勢
代
八
、
一
丸
相
藏
、
一
丸
角
一
、
一
丸
清

信
、
一
丸
顕
作
、
一
丸
作
二
郎
、
一
丸
新
作
、
一
丸
清
藏
、
一
丸
善
作
、
一
丸
鷹
次

郎
、
一
丸
玉
市
、
一
丸
玉
吉
、
一
丸
仲
一
、
一
丸
両
作
、
一
丸
両
策
、
一
丸
類
一
、

一
丸
類
市
、
井
上
申
松
、
井
上
清
藏
、
井
ノ
口
喜
太
郎
、
猪
下
新
八
、
猪
下
真
緑
、

猪
下
爾
郎
、
猪
下
直
、
猪
部
平
三
郎
、
猪
俣
伊
六
、
猪
俣
牛
太
郎
、
猪
俣
吟
三
郎
、

猪
俣
サ
ダ
、
猪
俣
順
仁
、
猪
俣
善
吉
、
猪
俣
宅
平
、
猪
俣
龍
美
、
猪
俣
忠
太
郎
、
猪

俣
長
三
郎
、
猪
俣
孫
三
郎
、
猪
俣
政
二
、
猪
俣
政
治
、
猪
俣
満
枝
、
猪
俣
モ
モ
カ
、

猪
俣
ヤ
ヱ
、
今
永
文
吾
、
岩
本
浅
一
、
岩
本
伊
平
、
岩
本
円
二
郎
、
岩
本
園
治
郎
、

岩
本
和
吉
、
岩
本
佐
一
、
岩
本
佐
吉
、
岩
本
定
七
、
岩
本
タ
ケ
、
岩
本
武
吉
、
岩
本

達
二
郎
、
岩
本
達
治
郎
、
岩
本
長
太
郎
、
岩
本
傳
七
、
岩
本
伝
治
、
岩
本
傳
治
、
岩

本
藤
作
、
岩
本
彦
一
、
岩
本
政
一
、
岩
本
松
太
郎
、
岩
本
峯
吉
、
岩
本
峯
太
郎
、
岩

本
弥
太
郎
、
岩
本
弥
平
、
岩
本
彌
平
、
岩
本
豊
、
植
木
逸
男
、
榎
坂
吉
平
、
岡
栄

作
、
岡
治
吉
、
岡
部
嘉
四
市
、
岡
弁
三
郎
、
岡
吉
二
、
岡
吉
治
、
金
髙
幾
男
、
金

村
栄
作
、
金
村
キ
ク
、
金
村
啓
藏
、
金
村
忠
作
、
金
村
八
郎
、
金
村
八
郎
治
、
河
野

秋
次
、
河
野
秋
太
、
河
野
源
吾
、
河
野
盛
、
河
野
森
吉
、
河
野
実
太
郎
、
河
野
實
太

郎
、
河
野
仲
次
、
河
野
常
三
、
河
野
禎
藏
、
河
野
傳
吉
、
河
野
傳
蔵
、
河
野
寅
吉
、

河
野
直
吉
、
河
野
直
藏
、
河
野
貢
、
河
野
弥
吉
、
河
野
彌
吉
、
木
伏
為
十
郎
、
金
貴

久
江
、
國
廣
常
策
、
小
南
三
千
代
、
小
陽
助
一
、
小
陽
善
吉
、
小
陽
民
治
、
小
陽
民

次
郎
、
小
陽
久
五
郎
、
郷
司
定
己
、
郷
司
多
賀
平
、
郷
司
半
治
郎
、
郷
司
芳
範
、
坂

本
伊
三
郎
、
櫻
木
庄
治
、
櫻
木
章
司
、
佐
藤
イ
チ
、
佐
藤
勘
藏
、
佐
藤
敬
造
、
財
前

千
代
子
、
秦
澄
男
、
園
田
松
太
郎
、
高
木
ア
サ
子
、
田
川
伊
策
、
田
川
岩
太
、
田
川

要
、
田
川
兼
一
、
田
川
兼
八
、
田
川
金
作
、
田
川
銀
太
郎
、
田
川
ケ
サ
、
田
川
今
朝

太
郎
、
田
川
仁
吉
、
田
川
代
四
郎
、
田
川
長
作
、
田
川
寅
三
、
田
川
豊
子
、
田
川
孫

一
、
田
川
孫
市
、
田
川
勝
、
田
川
雪
太
郎
、
竹
下
勘
治
、
竹
下
熊
一
、
竹
下
末
吉
、

田
邉
サ
ヨ
、
谷
口
好
美
、
津
崎
重
敏
、
津
﨑
千
恵
子
、
津
崎
マ
ツ
エ
、
津
﨑
マ
ツ

ヱ
、
豊
岡
豪
道
、
野
田
福
市
、
橋
園
ナ
ヲ
、
東
国
東
郡
来
浦
村
協
賛
頼
母
子
、
平
野

円
太
、
平
野
顕
策
、
平
野
顕
太
、
平
野
定
一
、
平
野
三
郎
之
助
、
平
野
甚
平
、
平
野

善
太
郎
、
平
野
惣
策
、
平
野
鷹
次
郎
、
平
野
半
四
郎
、
平
野
又
三
郎
、
平
野
若
太

郎
、
福
田
國
松
、
福
丸
勇
、
福
丸
儀
六
、
福
山
和
之
、
藤
野
源
吾
、
藤
原
兼
太
郎
、

藤
原
熊
五
郎
、
藤
原
忠
良
、
藤
原
常
太
郎
、
藤
原
常
太
郎
、
藤
原
寿
信
、
藤
原
秀

幸
、
藤
原
政
信
、
藤
原
正
博
、
本
多
カ
ツ
、
本
多
太
一
、
本
多
勇
作
、
丸
熊
金
五

郎
、
丸
熊
寅
一
、
三
浦
仁
、
三
河
則
隆
、
水
本
要
、
水
本
給
、
水
本
知
、
水
本
德
太

郎
、
水
本
孫
一
、
水
本
松
藏
、
水
本
松
太
郎
、
光
本
亀
太
郎
、
光
本
勘
次
郎
、
光
本

仙
藏
、
美
野
ウ
メ
、
宮
永
勘
作
、
宮
永
健
吾
、
宮
永
信
司
、
宮
永
玉
彦
、
宮
永
大

藏
、
宮
永
フ
キ
、
宮
永
マ
チ
、
宮
永
宮
治
、
三
行
豪
忠
、
元
抜
今
朝
太
、
元
抜
袈

沙
太
、
八
代
菊
太
郎
、
八
代
福
市
、
安
武
源
六
、
矢
野
松
男
、
山
神
社
、
山
本
雅

章
、
吉
岡
萬
九
郎
、
吉
武
安
汀
、
吉
武
市
十
郎
、
吉
武
卯
三
郎
、
吉
武
栄
太
郎
、
吉

武
儀
三
郎
、
吉
武
幸
四
郎
、
吉
武
幸
平
、
吉
武
新
吉
、
吉
武
新
造
、
吉
武
仲
太
、
吉

武
長
八
、
吉
武
成
元
、
吉
武
史
弥
、
吉
武
文
五
、
吉
武
政
雄
、
吉
武
益
雄
、
吉
武
紋

太
郎
、
吉
武
八
十
八
、
吉
武
洋
右
、
吉
部
秀
太
、
吉
本
伊
作
、
吉
本
禎
三
、
米
澤
吉

藏
、
明
石
政
蔵
、
岡
野
宇
佐
治
、
丸
熊
金
太
郎
、
光
本
給
、
吉
武
昱
郎
、
吉
武
忠
臣

国
東
市
役
所



平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
一

二
　
通
知
の
要
旨

　
　
平
成
二
十
二
年
七
月
十
三
日
付
け
森
保
第
七
百
八
十
三
号
で
通
知
し
た
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変

　
更
予
定
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
付
け
大
分
県
告
示
第
七
百
五
号
で
保
安
林
の
指
定
施

　
業
要
件
を
変
更
し
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
、
同
条
第

　
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
通
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
防
衛
省
九
州
防
衛
局
長
か
ら
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

一
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
）

二
　
作
業
の
地
域

　
　
大
分
市
（
旦
野
原
及
び
下
判
田
地
域
）

三
　
作
業
の
終
了
日

　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日


